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令和５年第５回野洲市農業委員会総会議事録 

 

 令和５年５月１０日午前９時３０分より野洲市総合防災センター２階研修室において、 

令和５年第５回野洲市農業委員会総会を開催する。 

 出席委員は、下記のとおり。 

１．出席委員  

２番  小森 貴夫 

４番  辻川 清太郎 

５番  島村 平治 

７番   苗村 善明 

８番  辻 清子 

９番  東郷 恵子 

    １０番  石塚 健一 

    １１番   森 恒仁 

１２番  有馬 和夫 

１３番  安田 健一 

１４番  市木 和雄 

１５番  飯田 百合子 

１６番   白井 嘉嗣 

１７番  前田 美幸枝 

１８番  杉江 保彦 

１９番  岩井 正男 

２０番  吉川 久和 

２１番  青木 徹 

２２番  藤岡 いづみ 

２３番  田中 靖志 

２５番  井狩 憲一 

２６番   武浪 勘治 

２．欠席委員は、下記のとおり。 

１番 清水 稔 ３番 坂口 茂 ６番 北脇 広美 ２４番 小森 正人 

 

会議に参与したる職員       

農業委員会 事務局長   西野 智 

主 任    保智 翔太 

      主 任    松本 真紀子       

農林水産課 主 任    中川 大貴 

主 事    亀井 茜里 
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議 長  開会挨拶 

   

議 長  みなさま、おはようございます。 

総会に入ります前に、本日は事務連絡を行いますので、総会議事が短時間で執り行 

われますよう、みなさまのご協力をお願い申し上げます。 

それでは、議事に入ります。 

ただいまの出席委員は、２２名でございます。 

欠席は、１番 清水委員、３番 坂口委員、６番 北脇委員、２４番 小森委員の４名 

でございます。 

２６名中、２２名の出席をいただいておりますので、本総会は成立いたしました。 

只今から、令和５年第５回農業委員会総会を開会します。 

 

これより日程に入ります。 

日程第１、会議録署名委員の指名をいたします。 

第１９番 岩井委員、第２０番 吉川委員を指名いたします。 

 

日程第２、会期の決定について、本会期は、本日１日間とさせて頂きたいと思いま 

すが、これにご異議ございませんか。賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

日程第３、議第１３号から議第１８号を上程します。 

議第１３号 農地法第３条第１項の規定による申請についてを議題とします。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議第１３号 農地法第３条第１項の規定による申請について説明を申し上げます。 

案件は１件です。 

 

議案書２ページをご覧ください。また、申請場所は議案書１１ページの位置図となり 

ます。 

     五条 ●●番、登記地目、現況地目共に 畑、合計７８㎡について、 譲渡人 ●● 氏 

から譲受人 ●● 氏へ、経営拡大のため売買により所有権を移転されるものです。 

申請地につきましては、近隣農地への影響がないよう、防草シートが被せられ数年に 

渡り休耕農地となっております。●● 氏は世帯員も含めて、今後も農業に従事する 

者がおらず、継続的な管理が必要となる状況を解消したいと考えておられましたので、 

隣接地に居住する、●● 氏へ購入を打診したところ、●● 氏がこれに応じられ今回 

の申請に至っております。 
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●● 氏につきましては、本格的に農業に従事されたことはありませんが、現在は自 

宅敷地内において、家庭菜園をされております。 

今回、購入の打診があり、農地利用が可能かと検討されましたが、自宅に隣接するこ 

と、面積が広大でないことから、耕作が可能であると判断されました。 

申請にあたり営農計画書を提出されておりますが、主に自家消費用の野菜の作付け 

を計画されています。 

以上のことから、申請地の規模であれば●● 氏の耕作が可能であると判断し、休耕 

状態の解消が、農地の適切な利用に繋がると考えましたので、申請を受け付けており 

ます。 

別添資料をご覧ください。 

譲受人の●● 氏に関する農地法第３条調査の結果は記載のとおりで、全部効率要件、 

農作業常時従事要件、地域調和要件のいずれの項目においても問題はないものと考え 

ます。 

事務局からの説明は以上となります。 

 

議 長  続きまして、意見委員の説明をお願いいたします。 

２番 小森委員お願いします。 

 

委 員  ●●さんは、子供世帯と同居されていることから、畑の耕作を次世代に引き継ぐこと 

も可能であり、農地を取得されることに問題はないと考えます。 

よろしく、ご審議をお願いします。 

 

議 長  説明が終わりましたので、ご質疑がございましたら挙手をお願いします。 

 

     ２３番 田中委員。 

 

委 員  内容については異論ありませんが、議案書にある受人の世帯の経営面積は０アール 

であるが、別添資料にある全部効率要件の欄には田が２，５４９㎡と記載されている。 

この記載は正しいのか。 

 

事務局  議案書にある受人の世帯の経営面積は０アールにつきましては、現在、耕作している

面積となるため０アールとなっており、別添資料にある田 ２，５４９㎡は●● 氏が

所有する農地であり、現在他の耕作者に貸す形で、利用権設定をされています。 

よって、記載は適当であると考えています。 

なお、自己が所有する農地を利用権設定等で他の耕作者が耕作をしている場合は、 

全部効率利用要件の対象となる農地から外れます。 

今回の場合におきましても、利用権設定がされていますので、自らが耕作を行ってい 

ない状況であっても問題はありません。 
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議 長  他にご質疑がございませんか。 

ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより議第１３号の採決に入ります。 

お諮りいたします。議第１３号について賛成の方の挙手をお願いします。 

 （挙手全員） 

挙手全員でございます。 

よって議第１３号は、議案どおりと決定いたしました。 

 

続きまして、議第１４号 農地法第４条第１項の規定による申請についてを議題と 

します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議第１４号 農地法第４条第１項の規定による申請について説明を申し上げます。 

案件は１件です。 

 

議案書の３ページをお願いします。また、申請場所は、議案書１２ページの位置図 

となります。 

     小篠原 ●●番及び、●●番、登記地目 田、現況地目 公衆用道路、面積合計 

２０㎡について、申請人 ●● 氏から公衆用道路にするために転用申請があったも 

のです。 

申請地につきましては、常照寺創建以来、参道の一部として利用されてきました 

が、常照寺改修工事に伴う参道整備のなかで、境界確定を行ったところ、農地法 

許可申請が未了であることが判明しました。 

今回、現在の利用状況に是正するために、顛末案件として、転用申請があったもの 

ですが、申請地は市街地区域内にある農地であり、参道としての利用が長期間に及 

ぶことから、顛末案件での転用もやむなしと考えることから、申請を受け付けてお 

ります。 

転用にあたっては、既にコンクリート舗装で造成されており、現状のまま利用する 

ため、新たな整備工事は発生しません。 

また、隣接する農地につきましては、参道が農地よりも高く造成され、農地との 

境界が明確であることから、参道利用者が農地へ進入することはなく、日常的な 

車両の通行がないことから、土砂、油等の流入の恐れもないものと考えます。 

以上のことから、農地法における農地転用の許可が見込まれると考えております。 

別添資料をご覧ください。 

当該申請に係る農地法第４条調査結果は、農地区分においては、申請地は市街地区 

域内にある農地であることから第３種農地であります。その他の項目についても 

記載のとおりです。なお、申請にあたり農地を参道として使用していたことについ 
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ての顛末書が提出されております。 

事務局からの説明は以上となります。 

 

議 長  続きまして、意見委員の説明をお願いいたします。 

１１番 森委員お願いします。 

       

委 員  １１番 森です。 

     ただいま事務局からの説明があったとおりでして、以前から通路して利用をされてい 

ましたが、転用許可が行われていなかったことで、今回顛末案件として転用申請され 

ました。 

皆様のご審議、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  説明が終わりましたので、ご質疑がございましたら挙手をお願いします。 

ご質疑がございませんか。 

ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより議第１４号の採決に入ります。 

お諮りいたします。議第１４号について賛成の方の挙手をお願いします。 

 （挙手全員） 

挙手全員でございます。 

よって議第１４号は、議案どおりと決定いたしました。 

 

続きまして、議第１５号 農地法第５条第１項の規定による申請についてを議題と 

します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議第１５号 農地法第５条第１項の規定による申請について説明を申し上げま      

す。案件は２件です。 

議案書の４ページをご覧下さい。申請場所の位置図は議案書１３ページをお願いしま 

す。 

 

     １件目です。 

三上 ●●番、登記地目 畑、現況地目 宅地、面積１３２㎡について、譲渡人  

●● 氏から、譲受人 ●● 氏へ、住宅敷地にするために売買により転用申請があっ 

たものです。 

申請地につきましては、昭和４５年に新築された●● 氏の住宅の敷地として利用さ 

れています。 

現在に至るまで、●● 氏へ●● 氏が申請地を貸す形で、貸借契約をされておりまし 

たが、今般、●● 氏へ売却することで同意されました。 
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売却の手続きを進めるにあたり、登記を確認したところ、登記地目が畑のままに 

なっており、農地法許可申請が未了であることが判明しました。 

本来、住宅建築時に農地転用の手続きを行う必要がありますが、その手続きを失念さ 

れていたことになります。 

今回、現在の利用状況に是正するために、顛末案件として、転用申請があったもので 

すが、申請地は市街地区域内にある農地であり、住宅が建築されているため、原状回 

復も見込めす、顛末案件での転用もやむなしと考えております。 

転用にあたっては、既に住宅敷地として利用されており、今後も現状のまま利用する 

ため、新たな造成工事は発生しません。 

また、隣接地に耕作に供されている農地はなく、周辺農地への影響もありません。 

以上のことから、農地法における農地転用の許可が見込まれると考えております。 

別添資料をご覧ください。 

当該申請に係る農地法第５条調査結果は、農地区分においては、申請地は市街地区域 

内にある農地であることから第３種農地であります。その他の項目についても記載の 

とおりです。なお、申請にあたり、顛末書が提出されております。 

 

２件目です。 

吉川 ●●番、登記地目、現況地目共に畑、面積１０２㎡について、 

譲渡人 ●● 氏から、譲受人 ●● 氏へ、住宅を建築するために使用貸借により転用 

申請があったものです。 

位置図は議案書１４ページをご覧ください。 

譲渡人の●● 氏と、譲受人の●● 氏は親子関係にあり、今般、●● 氏が実家の 

近くで住宅建築を検討されていたところ、●● 氏の所有する農地が適地であると考 

えられ、今回の申請に至っております。 

申請地につきましては、市街地区域内にある農地であることから第３種農地であると 

判断しますが、第３種農地は原則、農地転用が可能であるとされているため、転用 

申請を受け付けております。 

転用にあたり、申請地は建築の計画地盤高さに合わせて整正され、敷地内の雨水排水 

の対応については、敷地内の南側にＵ型側溝と会所桝が設置され、その桝から市道側 

の既存水路へ排水する計画となっております。 

また、隣接する農地への影響については、敷地内で建築ブロックを設置し、仕切るこ 

とで土砂や油等の流出がないよう計画とされており、また、開発要件協議につきまし 

ても関係機関からの要件に適切に対応されていることから、農地法における農地転用 

の許可が見込まれると考えております。 

別添資料をご覧ください。 

当該申請に係る農地法第５条調査結果は、農地区分においては、申請地は市街地区域 

内にある農地であることから第３種農地であります。その他の項目についても記載の 

とおりです。 
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     事務局からの説明は以上となります。 

 

議 長  続きまして、意見委員の説明をお願いいたします。 

     １件目について、１４番 市木委員お願いします。 

 

委 員  １４番 市木です。 

     譲渡人の●●さんと譲受人の●●さんとの間で、売買の話がまとまり、所有権の移 

転を行おうとした所、転用されていないことが判明しましたので、今回顛末書を添 

付し、農地転用申請をされました。 

皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  続きまして、意見委員の説明をお願いいたします。 

     ２件目について、２０番 吉川委員お願いします。 

 

委 員  ２０番 吉川です。 

     事務局からの説明のあったとおりですが、５月８日に事務局、会長と現地確認を 

行いました。 

別居中の長男が、母屋の敷地内ある畑に家を建てられるということで、問題なしと 

判断しました。 

皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  説明が終わりましたので、ご質疑がございましたら挙手をお願いします。 

ご質疑がございませんか。 

ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより議第１５号の採決に入ります。 

お諮りいたします。議第１５号について賛成の方の挙手をお願いします。 

 （挙手全員） 

挙手全員でございます。 

よって議第１５号は、議案どおりと決定いたしました。 

 

続きまして、議第１６号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針についてを議題 

とします。 

事務局の説明を求めます。 
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事務局  議第１６号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針について」ご説明いたしま 

す。 

議案書の５ページ、内容は別紙となりますのでご覧ください。 

 本指針は農業委員会等に関する法律第７条に基づき、平成２９年１１月１０日に野洲 

 市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針として定められており、その後、令 

 和２年１０月１２日に指針の見直しが行われ、現在に至っております。 

 今般、令和５年４月１日施行の改正農業委員会法第７条の内容を反映させるべく、 

指針を作成し、議案として提出したものです。 

 別紙、野洲市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」をご覧くだ 

さい。 

 指針の意見照会につきましては、先だって委員、滋賀県農業会議に対して実施させ 

ていただいており、併せて、５月８日に会長、副会長、各部会長にご参集いただき、 

指針の最終調整を行っております。 

今回提出した指針は意見照会、最終調整の内容を反映させたものとなっております。 

主な内容といたしましては、遊休農地の解消、担い手への農地利用集積、新規参入 

の促進に関する目標を設定し、その推進方法、評価方法を示す内容となっておりま 

す。 

事務局からの説明は以上となります。 

 

議 長  説明が終わりましたので、ご質疑がございましたら挙手をお願いします。 

ご質疑がございませんか。 

なお、本議案については事前に各委員への意見照会を行っており、先日、農地、農政 

等の部会の代表者の方と協議した後に提案させていただいております。 

ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより議第１６号の採決に入ります。 

お諮りいたします。議第１６号について賛成の方の挙手をお願いします。 

 （挙手全員） 

挙手全員でございます。 

よって議第１６号は、議案どおりと決定いたしました。 

 

続きまして、議第１７号 令和５年度最適化活動の目標の設定等についてを議題と 

します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議第１７号 令和５年度最適化活動の目標の設定等について」をご説明いたします。 

議案書の６ページ、内容は別紙となりますのでご覧ください。 
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     農業委員会は、農業委員会等に関する法律第６条第２項の規定による農地等の利用

の最適化の推進に係る活動の透明性を確保するため、同法第３７条の規定により、

農地等の利用の最適化の推進の状況、その他農業委員会における事務の実施状況に

ついて公表しなければならないとされています。 

 本市におきましても、昨年度から最適化活動の目標の設定等として、その内容につ 

いて公表を行っておりました。 

     目標については、毎年度、設定することが必要であるため、令和５年度最適化活動 

の目標の設定等を作成し、議案として提出したものです。 

別紙、「令和５年度最適化活動の目標の設定等」をご覧ください。 

     目標の意見照会につきましては、先だって委員、滋賀県農業会議へ対して実施させ 

ていただいており、併せて、５月８日に会長、副会長、各部会長にご参集いただき、 

目標の最終調整を行っております。 

今回提出した目標は意見照会、最終調整の内容を反映させたものとなっております。 

主な内容といたしましては、先ほどの指針と同様に、遊休農地の解消、担い手への 

農地利用集積、新規参入の促進に関する目標を設定することに加えて、委員の活動 

日数の目標を示す内容となっております。 

なお、今年度の委員の活動日数の目標は、昨年度と同様、８日で設定させていただ 

いております。 

事務局からの説明は以上となります。 

 

議 長  説明が終わりましたので、ご質疑がございましたら挙手をお願いします。 

ご質疑がございませんか。 

なお、本議案につきましても事前に全委員への意見照会と、農地、農政等の部会の 

代表者の方と協議した後に提案させていただいております。 

ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより議第１７号の採決に入ります。 

お諮りいたします。議第１７号について賛成の方の挙手をお願いします。 

 （挙手全員） 

挙手全員でございます。 

よって議第１７号は、議案どおりと決定いたしました。 

 

続きまして、議第１８号農地利用集積計画についてを議題とします。 

この案件につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条議事参与の制限に基づ 

き、利害関係者は議事に参与することができないということで、所有権移転関係の方 

はご退席を。貸借関係の方につきましては、意見及び挙手されないようにすること 

で進めます。 

それでは、事務局の説明を求めます。 
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事務局  議題１８号 農用地利用集積計画についてご説明いたします。 

議案書７ページをご覧ください。 

当議案は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律 附則第５条第１項の規定 

により作成された、農用地利用集積計画について、本委員会の決定を求めるため、 

提出されたものです。 

内容は、別紙明細書のとおりです。先だって議案書と共に郵送いたしました利用権 

設定の明細書をご覧下さい。 

利用権が設定されたのは、合計２４件 ５６筆 １００，３１８㎡です。 

所有権が移転されたのは、合計２件 ８筆 １７，４３１㎡です。 

なお、所有権移転につきましては、農林水産課の担当よりご説明させていただきます。 

 

農林   農林水産課の亀井です。 

水産課  農用地利用集積計画のうちの、所有権移転について説明させていただきます。 

案件は２件です。 

１件目です。 

所有権移転を受ける者は、栗東市●● ●● 氏です。 

所有権を移転する者は、近江八幡市●● ●● 氏です。 

所有権を移転する土地は、 

野洲市野田●●番 現況地目 畑 面積 １８７㎡。 

野田●●番 現況地目 畑 面積 ３７９㎡。 

野田●●番 現況地目 田 面積 ３，０１３㎡。 

野田●●番 現況地目 田 面積 ３，５５９㎡。 

野田●●番 現況地目 田 面積 １，４３５㎡。 

野田●●番 現況地目 田 面積 ２，６２５㎡。 

野田●●番 現況地目 田 面積 ５，８５７㎡。 

所有権を移転する日は令和５年５月２９日です。売買金額は７筆合計、 

●●円です。 

所有権移転を受ける者が備えるべき要件については、議案書のとおり全て満たされ 

ております。 

 

２件目です。 

所有権移転を受ける者は、野洲市●● ●● です。 

所有権を移転する者は、湖南市●● ●● 氏です。 

所有権を移転する土地は、安治●●番 現況地目 畑 面積 ３７６㎡。 

所有権を移転する日は 令和５年５月２９日です。 

売買金額は１筆合計、●●円です。 
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所有権移転を受ける者が備えるべき要件については、議案書のとおり全て満たされ 

ております。 

以上２点、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

議 長  説明が終わりましたので、ご質疑がございましたら挙手をお願いします。 

ご質疑がございませんか。 

ご質疑がないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。 

これより議第１８号の採決に入ります。 

お諮りいたします。議第１８号について賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

挙手全員でございます。 

よって議第１８号は、議案どおりと決定いたしました。 

 

     以上で、本日の議事案件は終了いたします。 

続きまして、日程第４、報告案件に入ります。 

 

    報告第１０号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について報告します。 

それでは、事務局の報告を求めます。 

 

事務局  報告第１０号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてご説明いたし 

ます。 

議案書の８ページをご覧ください。位置図は議案書１５ページとなります。 

案件は１件です。 

野洲 ●●番、●●番、●●番、登記地目 畑、現況地目 宅地、合計面積６２７㎡。 

届出人 ●● 氏から 住宅敷地として転用するため届出があったものです。 

申請地につきましては、既に住宅が建築されていることから、顛末案件として受理 

しており、届出は顛末書が提出されております。 

事務局からの説明は以上となります。 

 

議 長  説明が終わりましたので、ご質問がございましたら挙手をお願いします。 

質疑はございませんか。 

ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 

続きまして、報告第１１号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

を報告します。 

それでは、事務局の報告を求めます。 
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事務局  報告第１１号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出についてご説明いたし 

ます。 

議案書の９ページをご覧ください。 

案件は５件でございます。 

 

１件目です。 

野洲 ●●番、登記地目、現況地目共に畑、面積５３２㎡。 

譲渡人 ●● 氏、●● 氏 から 譲受人 ●● 氏へ分譲宅地として転用するため届出 

があったものです。 

位置図は議案書１６ページになります。 

 

次に２件目です。 

野洲 ●●番、登記地目、現況地目共に田、面積１，５６９㎡。 

譲渡人 ●● 氏 から 譲受人 ●● 氏へ分譲宅地として転用するため届出があった 

ものです。 

位置図は議案書１７ページになります。 

 

次に３件目です。 

野洲 ●●番、登記地目、現況地目共に畑、面積１，９７８㎡。 

譲渡人 ●● 氏 から 譲受人 ●● 氏へ分譲宅地として転用するため届出があった 

ものです。 

位置図は議案書１８ページになります。 

 

次に４件目です。 

野洲 ●●番、登記地目 田、現況地目 畑、面積３２４㎡。 

譲渡人 ●● 氏 から 譲受人 ●● 氏へ分譲宅地として転用するため届出があった 

ものです。 

位置図は議案書１９ページになります。 

 

次に５件目です。 

冨波 ●●番、登記地目、現況地目共に田、面積８３８㎡。 

譲渡人 ●● 氏 から 譲受人 ●● 氏へ資材置場、自己・来客用露天駐車場として 

転用するため届出があったものです。 

位置図は議案書２０ページになります。 

 

事務局からの説明は以上となります。 
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議 長  説明が終わりましたので、ご質問がございましたら挙手をお願いします。 

質疑はございませんか。 

     ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 

     続きまして、報告第１２号 農用地利用配分計画についてを報告します。 

それでは、事務局の報告を求めます。 

 

事務局  報告第１２号 農用地利用配分計画についてご説明いたします。 

議案書１０ページをご覧ください。 

  内容は、先だって議案書と共に郵送いたしました利用配分計画の明細書をご覧下さい。 

権利を設定されるのは、合計１６件 １８０筆 ３７９，７９９㎡です。 

  事務局からの説明は以上となります。 

 

議 長  説明が終わりましたので、ご質問がございましたら挙手をお願いします。 

質疑はございませんか。 

     ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 

     以上をもちまして、本日の案件は全て終了いたしました。 

令和５年第５回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

閉会 １０時 １１分 

 

 


